
久喜市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

久喜市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則（平成２２年久喜市規則第１６

６号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号中 

「 

本
人
確
認 

□運転免許証 

□パスポート 

□在留カード 

□官公署発行の免許証・許

可証 

□保証書 

□照会書 

                 」 

を 

「 

 

本
人
確
認 

□個人番号カード 

□運転免許証 

□パスポート 

□在留カード 

□官公署発行の免許証・許

可証 

□保証書 

□照会書 

                 」 

に改める。 

 様式第６号を次のように改める。 



様式第６号（第７条関係） 
年  月  日  

照会書番号 

               様 
 

埼玉県久喜市長    印  
 

照 会 書 
 本日、あなたより以下の申請がありましたので照会します。 
 

本申請が、あなたの意思に相違なければ、下記の回答書を記入して、申請した窓口にお

持ちください。 

 

【注意事項】 
１ 回答書を期限内に持参されないと、申請の意思がないものとみなし、申請を取り消し

ます。 
２ 郵送での回答は、受けられません。必ず回答書を持参してください。 
３ 回答書の持参を代理人に委任される時は、下記の委任状を記入してください。 
４ 回答書を持参する際には、個人番号カードその他の本人確認ができる書類をお持ちく

ださい。 
 

回 答 書 

 
上記の照会については、私の意思により申請したことに相違ありません。 

    年  月  日 
申請人 【住  所】                
                          

    【氏  名】              ○印  
    【生年月日】        年  月  日 

登録する印鑑 

 

委 任 状 

 
 下記の者を私の代理人として、回答書の持参

及び印鑑登録証の受領に関する権限を委任しま

す。 
代理人 【住  所】            
                      
    【氏  名】          ○印  
    【生年月日】    年  月  日 

 

職員記入欄 
□個人番号カード □運転免許証 

□パスポート □社員証・学生証  

□聴聞 
□その他（         ） 

 

お問合わせ先 
久喜市役所    課 
電話 

 

回答期限     年  月  日 



 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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